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令和元年度第１１回教育委員会定例会 会議録

◇ 開催年月日 令和２年２月６日（木） １６時３０分開会

１７時５０分閉会

◇ 開催の場所 教育委員会室

◇ 出席者

教育長        杉元 羊一

委員（職務代理者）  津曲 貞利

委員         桃木野 聡

委員         小栗 有子

    委員         立元 千帆

◇ 説明のため出席した者の職氏名

    管理部長     小倉 洋一    教育部長     大脇 俊朗

    総務課長     森﨑 浩文    施設課長     米盛 光明

    文化財課長    池田 雅光    美術館副館長   久保田 稔

    図書館副館長   有満 弓恵    学務課長     辻 慎一郎

    学校教育課長   下江 嘉誉    保健体育課主幹  竹之下 浩徳

    青少年課長    楠原 豊     生涯学習課長   牛堀 隆弘

少年自然の家所長 永吉 眞一    中央学校給食センター所長  川口 孝

◇ 書記

    総務課主幹   堀田 竜也    総務課主査    栫山 寛之



- 2 -

◇ 議事日程

１ 開 会

２ 会議成立の宣告

３ 会議録署名者の指名

４ 会議の公開等について

５ 議 案

定第４４号議案 代決処分の承認を求める件

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕

定第４５号議案 鹿児島市職員定数条例一部改正（教育委員会関係分）に係る議案に

ついての意見に関する件

定第４６号議案 令和元年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）に係る

議案についての意見に関する件

定第４７号議案 令和２年度鹿児島市一般会計予算（教育委員会関係分）に係る議案

についての意見に関する件

６ 報告事項

(1) 「市立小学校の体育学習時に係る損害賠償請求」の提起について

(2) 鴨池公民館改修工事の完了予定について

(3) 市議会関係の審議結果等について

(4) 教育委員会関係の主な行事について

７ その他

８ 閉 会
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◇ 会議要旨

  

１ 開会

教育長  それではただいまから、令和元年度第１１回教育委員会定例会を開会いたし

ます。

２ 会議成立の宣言

教育長  津曲委員が少し遅れてこられるとの連絡を受けておりますが、定足数に達し

ておりますので、会議は成立しております。

３ 会議録署名者の指名

教育長  本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。

     会議録署名は、津曲委員と桃木野委員にお願いいたします。

４ 会議の公開等について

教育長  次に、会議の非公開についてお諮りします。

本日審議する定第４４号議案は、人事・人選等に関する案件、第４５号議案

から４７号議案は、市議会提出前の意思形成過程の案件、報告事項（１）は個

人情報の保護を要する案件でありますので、非公開で傍聴を禁止する扱いとし

たいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

    （異議なしの声）

教育長  ご異議もないので、そのように取り扱います。

５ 議案

定第４４号議案 代決処分の承認を求める件

          〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕

承 認

【 本 議 案 は 非 公 開 】

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

定第４５号議案 鹿児島市職員定数条例一部改正（教育委員会関係分）に係る議案に

ついての意見に関する件

同 意

【 本 議 案 は 非 公 開 】

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

定第４６号議案 令和元年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）に係る

議案についての意見に関する件
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同 意

【 本 議 案 は 非 公 開 】

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

定第４７号議案 令和２年度鹿児島市一般会計予算（教育委員会関係分）に係る議案

についての意見に関する件

同 意

【 本 議 案 は 非 公 開 】

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

６ 報告事項

(1) 「市立小学校の体育学習時に係る損害賠償請求」の提起について

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

(2) 鴨池公民館改修工事の完了予定について

教育長  それでは、次に、報告事項（２）につきまして、牛堀生涯学習課長、説明を

お願いいたします。

事務局（生涯学習課長） 報告事項関係資料（２）をご覧ください。別紙になります。

「鴨池公民館改修工事の完了予定について」ご報告いたします。地域公民館の

改修工事につきましては、地域公民館整備の基本方針に基づき、平成２４年度

の中央公民館から始まり、順次、改修しているところでございます。鴨池公民

館につきましては、老朽化への対応やバリアフリー、利便性の向上や機能の拡

充を図るために、昨年６月から休館いたしまして改修工事を行っております。

そして、令和２年２月２８日に完了予定でございます。改修内容としましては、

エレベーターの新設、授乳室の新設、トイレの改修等行っているところでござ

います。リニューアルオープニングセレモニーを３月２１日、土曜日の１０時

から開催する予定にしております。なお、令和２年度から３年度にかけまして

は、松元公民館の改修を予定しております。以上で説明を終わります。

教育長  この件につきまして、お聞きになりたいことがありましたらご質問ください。

委員  今後の改修の予定を教えていただけますでしょうか。

教育長  他の館の改修予定ということですね。

事務局（生涯学習課長） 鴨池の後は、先ほど申しましたように、２年度から３年度に

かけて松元公民館、その後、桜島公民館、東桜島公民館を予定しております。

教育長  これで、１４館のリニューアルが終わるということでよろしいでしょうか。

事務局（生涯学習課長） 喜入と谷山北は新しいですので、これ以外の１２館は終わる

ということです。
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教育長  他に何かございませんでしょうか。

（なしの声あり）

教育長  それでは、次の報告事項に移ります。

    

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

(3) 市議会関係の審議結果等について

(4) 教育委員会関係の主な行事について

教育長  報告事項（３）及び（４）について、小倉管理部長、説明をお願いします。

事務局（管理部長） それでは、議案綴りの２９ページをお願いします。報告事項（３）

の市議会関係の審議結果については、桜島爆発対策特別委員会が１月２８日に

開催され、教育委員会の関係は、令和元年の学校降灰除去事業の実施内容につ

いて報告を行いました。次に、（４）の教育委員会関係の主な行事につきまして

は、市立高等学校の卒業式が３月２日、月曜日に行われます。式への出席につ

きましては、玉龍高校に桃木野委員、商業高校に立元委員のご出席をお願いい

たしております。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。な

お、女子高のほうには、杉元教育長が出席の予定でございます。以上でござい

ます。

教育長  ただ今の報告につきまして、何かお聞きになりたいことがありましたら、ご

質問いただければと思います。

    （なしの声あり）

教育長  よろしかったでしょうか。

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

７ その他

教育長  議案及び報告事項につきましては以上となりますが、まちなか図書館関係の

視察に、桃木野委員、津曲委員にも参加していただいております。有満図書館

副館長より、まず、報告をお願いします。

事務局（図書館副館長） はい、報告させていただきます。お手元には、先日お渡しし

たものと同じですが、視察先の図書館の資料をお配りしております。先週の２

８日、２９日で、大変お忙しい中にもかかわらず、津曲委員と桃木野委員にま

ちなか図書館整備に関連して、他都市の図書館を視察いただきました。図書館

からは、館長以下３名が同行いたしました。神奈川県の海老名市と大和市にお

きまして、それぞれ市の担当部署から説明いただくとともに、主体となる指定

管理者が異なる図書館を視察したところです。かなり異なった立ち位置での管

理運営という印象でございましたが、どちらも利用者が大変多く、街のイメー
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ジアップや活気に繋がっている魅力的な図書館でございました。今後、参考に

させていただきたい点、考えさせられた点がたくさんございました。今回、両

委員に同行させていただいたことで、得られた視点も大変多く、有意義な視察

でございました。以上でございます。

教育長  せっかくでございますので、津曲委員からもご報告をお願いいたします。

委員（津曲委員） 今回、大変刺激になるいい出張をさせていただきました。この施設

というのは、鹿児島市の元タカプラ跡地に造る複合商業施設の中に鹿児島市が

床を買って、図書館機能をそこに入れて、それをどのように運営するかという

ことで、先進事例を見に行ったところであります。一つは非常に商業的な、蔦

屋を中心としたビジネスモデルで、武雄市とかの成功事例で話題になったとこ

ろでございまして、街中で、図書館もあれば、本も売る、コーヒーも飲むこと

ができる、しゃべることもできる、という複合施設というようなものでありま

して、刺激になりました。もう一つの施設については、そこよりはもう少し堅

めといいますか、総合的な文化施設の中で図書館機能をどういうふうに出すか、

というような施設であったような気がします。しかしながら、いずれにしても、

これまでの静かに本を読む、あるいは、高校生を中心として勉強をするといっ

た図書館ではない、ということは、しっかりと見てまいりました。そして、タ

カプラの中に入るものも、今日の新聞なんかを見てみますと、いわゆるサード

プレイスと言われる職場でもない、家庭でもない、そういう人たちが集う場所

を中心市街地に造って、その中で、新しいコミュニティを作ったり、ビジネス

マッチングが出来たり、あるいは新しい文化が創造出来たり、というようなこ

とを意図していくんだろうと思います。天文館という場所は、なかなかこうい

うことは出来ないんですけれども、昔は、喫茶店とかが良好なサードプレイス

であったわけなんですけれども、今、そういうものがあまりなくなって、天文

館に行っても、ものを買って、終わったら帰ってくる、ごはんを食べて終わっ

たら帰ってくる、ということで、漂う場所が少ないということです。今、この

漂う場所というのは、スポーツクラブにおいても、ロビーというのが非常に重

要ですし、あるいは、大学だとかにおいてもこういうスペースが重要で、今、

高校ですらコミュニティ・スペース、サードスペースみたいなところを造って

いるところがあります。そして、鹿児島において、もっともっと街を活性化す

る時に、食べ物と物販というものだけでは街の魅力を具現化しづらいというふ

うに思います。中心市街地の活性化だとか、複合ビルの中にある図書館という

ものは、どんな機能を持つべきであって、というコンセプトメイキングが非常

に重要だなと思いました。これは絶えず考えていかなければいけないですが、

そこだけが、逆に死んだスペースになってはいけないというふうに思っていま

す。この天文館の真ん中に、高校生がずっと勉強しないといけないスペースを

造る必要があるのかどうか、静かにずっと本を読むスペースがここにある必要

があるのかというと、多分、そうでもないんだろうというふうに思います。ま

た、一方では、蔦屋とかではないわけですから、ただ、そこで賑やかだったら

良いかというと、そうでもないというところで、やっぱり、そこのコンセプト
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メイキングをしっかり作ることの必要性があると思いました。私は、あくまで

も図書館というよりは、本を通してコミュニティ・スペースが出来れば良いし、

良好な都市空間での漂うサードスペースというようなものになっていけば良い

と思います。そのためには、どんな機能が必要かなというふうに思いました。

一点、私として感じましたのは、ここは指定管理者になってくるんだろうとい

うふうに思うんですけれども、指定管理者制度というのは、基本的に割と既設

のもので行政の方々がやっていて、コストは高くて、サービスが低いといった

ところに、民間活力を入れて、コストを下げて、サービス力を上げるというこ

とはできないか、ということで出来てきたものであります。新設する街づくり

の、新しい天文館という街の、極めて重要なポイントとして、図書館という機

能を持って街をどう活性化するかということで考えるわけですから、これは、

かなりいろんなことを考えてつくっていかないといけないと思っておりまして、

新築の場合は、もっと前の段階で指定管理者を公募するべきというふうに思い

ます。お話を聞きますと、ぎりぎりのところで指定管理者にするということで

すけれども、ぎりぎりのところで指定管理者にしても、指定管理者が良い意味

でいろんなアイデアを出しにくいし、しかも、バタバタして造るよりは、もっ

と前から、かなり提案を重視した指定管理者の応募の仕方、コンセッションな

んかに近いようなことをやったほうが良いんじゃないかというふうに思いまし

た。ある程度、内装の予算だとかというものを入れた上で、指定管理者制度を

するのか、いずれにしても、急に、ぎりぎり決まって、そこだけテナントみた

いにポンと入っちゃう図書館にはしないほうがいいというふうに思っています。

かなり前から業者を決めて、そこときちんと打ち合わせをして、街の連続線上

で望ましい図書館は何かということを、彼らからもアイデアを出させて造るよ

うな形式のほうが良いんじゃないかなと思いました。いずれにしても、天文館

の大きな魅力になるというふうに思います。これまで、天文館は、ダムと言い

ますか街の中に滞留する人たちをどう作るか、という時に、パチンコだったん

ですよ。昔はパチンコ屋の中には何千人も居たりしたんです。その人たちが、

適切に行って街が賑わっていたりするんですけれども、今はもうパチンコの時

代ではないんですね。しかも、パチンコから残念ながら文化は生まれない。こ

れから天文館というところで文化を作っていくには、少し知的なものを入れる

とすると、「まちなか図書館」というのは良いなあと思っていて、どうぜなら、

そこが沈んだ街にならなくて、むしろ、その機能自体が、この街の、商業ビル

の一番の魅力だというようなものにしてほしいなというふうに強く感じました。

教育長  今、副館長、津曲委員からありました話を聞いた範疇と、手元の資料ですけ

れども、小栗委員、立元委員、何かお尋ねになりたいこと、あるいは、感想で

もあれば、お示しいただければと思います。いかがでしょうか。

委員  今後のスケジュールを教えていただけますでしょうか。

事務局（図書館副館長） 開館は、令和４年の春を予定しております。来年度、令和２

年度につきましては、まず、ビルの整備に関しましては、床取得契約を結んで、

鹿児島市が責任を持って入りますというような体制に入るところに、現在の予
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定では、什器、書架、机、椅子等の設計とか、そういったものをやっていくよ

うに考えています。その中で、配架、どんな本を置くかとか、サービスをどん

なふうにするかというのを検討し進めるというふうにしておりまして、実際は、

令和３年度に本を購入したり、今は市民の方と一緒に運営をやっていくという

ざっくりとしたものだけあるので、令和２年度中に詰めたもので、令和３年度

は、実際、市民の方にお声かけして進めるような感じで考えているところでご

ざいます。

委員  今の津曲委員の話に繋がると思うんですけれども、ソフトとハードは一体に

考えていかなければいけないと思います。近くでいうと、都城に新しく出来た

図書館なんかも、すごく動線を考えて造られているということで、先ほど言わ

れた、サードスペースやコミュニティ・スペースといった、人がどういうふう

に動くのかというところの空間設計が大事なのかなと感じました。また、議論

が出来ればと思います。

委員  先ほど、津曲委員が言われた指定管理者の部分は、本当に気になっていると

ころで、せっかくこのようなご意見がいただけたので、今後の計画に早めに入

れ込むことが出来ないのかなと思います。そうすることで、すごく変わる気が

するんですけれども。

委員  指定管理者だと収入金方式、いわゆる利用料金方式になるんですよね。

事務局（管理部長） ここは利益を生みませんので、科学館など利用料、使用料を取る

ところですと、利用料金と委託料の相殺となります。

委員  委託事業になるということでしょうか。

事務局（管理部長） そうですね。

教育長  利益を想定してないということですね。

委員  指定管理者の話できているんですけれども、どこか一つの団体や組織のアイ

デアだけではなく、やはり市民の図書館なので、つくる過程から市民の方に参

加していただけるようなアイデアを出したりとか、ワークショップをしたりと

か、それに業者も関わってやっていくというようなことが求められるかなと思

います。

教育長  ありがとうございました。委員の皆さんから、他、何かございますでしょう

か。

教育長  それでは、なければ、事務局のほうからお願いします。

事務局  それでは、次回以降の日程をご案内いたします。次回は、３月７日土曜日の

１６時から、主に、職員の人事異動等に係る臨時会を予定しております。また、

定例会につきましては、３月２３日月曜日の１６時からを予定しております。

よろしくお願いいたします。以上でございます。

８ 閉会

教育長  それでは、以上をもちまして、本日の定例会を終了いたします。

【以上】


